
 

 

 

 

 

国・県の動き  

・国の新たなガイドラインが示され、「地域クラブ活動」の認定要件や、受益者負担金の目安 

（1,000～3,000円/月程度）が示されました。【右記 QRコード参照】 

また、国の方針を受け、県は 3月に新たな推進ガイドラインを 

公表する予定であり、本市もそれを受け推進計画を改定します。    （概要） （全文） 

塩尻市より                     

１【地域クラブ活動のネーミング】について投票していただいた児童・生徒のみなさん。 

ご協力ありがとうございました。おかげさまで４００件近くの応募がありました。２月の

塩尻市地域移行等協議会において承認を受

けた後、公表させていただきます。 

 

２【R8年度以降の地域展開】 ⇒ ⇒ ⇒   

（塩尻市広報１２月号より再掲） 

  休日は、２年生が主体となる秋を目途に 

地域クラブ活動になります。 

平日は、部活動として活動しますが、種目

によっては、地域クラブ活動となる種目も

あります。詳細については、４月開設予定

の塩尻市ポータルサイト（地域展開に係る

専用ホームページ）にてご確認ください。 

   

【コーディネーターのつぶやき ⑩】 

・昨年秋に行われた新人戦、競技日程が分散していたので、いろいろな競技を観ることができました。その中で、

クラブチームや合同チームが昨年以上に増え、大会の様相がさらに変わったと感じました。また選手の活躍だけ

でなく、指導者や大会運営の様子にも注目しました。理由は、国の検討会議において「よくない動きが目立って

きている」という意見を耳にしたからです。国は【ガイドライン】において、認定されていないクラブに対して

も、認定要件に準拠した活動を実施するよう求めていますが、休養日や活動時間、活動内容において、認定され

ていなければ何をしてもいいというような風潮が見受けられるというものでした。この課題については、各競技

協会や競技連盟がきちんとアプローチすることが重要だという確認がありましたが、生徒の健康・安全面や大会

のあり方も含め、スポーツ環境の整え方をはき違えてはいけないと思うのです。  

 

最新の情報は、市公式ホーム 

ページで公開しております。 
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部活動地域移行 検索 

令和８年度以降　部活動地域移行方針（案）

休日活動移行時期

塩尻、丘、両小野

広陵、塩尻西部、楢川

丘、広陵

塩尻、塩尻西部、楢川、両小野

丘

塩尻、広陵、塩尻西部、楢川、両小野

塩尻、丘、両小野

広陵、塩尻西部、楢川

ソフトテニス 桔梗ソフトテニスクラブ R8/４月

バドミントン 丘クラブ R7/10月

卓球 FINE、ならかわクラブ R8/４月

陸上 塩尻AC R8/４月

剣道 新たな地域クラブ立ち上げを検討 R8/夏

吹奏楽 合同部活動を実証 R8/秋

合唱 合同部活動を検討 R8/秋

※いずれの種目も今後の検討会でより具体的な方向性を決定していきす。

R8/夏

R8/夏

R8/夏

R8/夏

   既存地域クラブ活動に参加

その他（より具体的な方向性を検討中）

　合同部活動

バスケットボール

バレーボール

軟式野球

サッカー


